
厚生労働省設置法（平成11年法律第97号）（抄）  

（厚生科学審議会）  

第8条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。   

一 厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議するこ  

と。   

イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技  

術に関する重要事項   

口 公衆衛生に関する重要事項   

二 前号口に掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に  

意見を述べること。   

三 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健婦、助産婦、看  

護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、は  

り師、きゆう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指  

定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。   

四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10   

年法律第114号）、検疫法（昭和26年法律第201号）及び生活衛生関係   

豊差空運営の適正化及び振興に関する法律の規定lこ妄りその権限に属   

皇生亘れた事項を処理すること。  

2 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所葦事務及び委員   

その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令   

で定める。   



厚生科学書議会令（平成12年政令第283号）   

内閣は、厚生労働省設置法（平成11年法律第97号）第8条第2項の規定  

に基づき、この政令を制定する。  

（組織）  

第1条 厚生科学審議会（以下「審議会」という。）は、委員30人以内で組織   

する。  

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委   

員を置くことができる。  

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を   

置くことができる。  

（委員等の任命）  

第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣   

が任命する。  

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生   

労働大臣が任命する。  

（委員の任期等）  

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の   

残任期間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が   

終了したときは、解任されるものとする。  

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了   

したときは、解任されるものとする。  

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。  

（会長）  

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を   

代理する。   



（分科会）  

第5条 章議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の  

所掌事務は、事議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとお  

りとする。  

名称   所掌事務   

感染症分科会  1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関  

する重要事項を調査審議すること。  

2 検疫法（昭和26年法律第201号）及び感染症の予防  

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10  

年法律第114号）の規定により審議会の権限に属させら  

れた事項を処理すること。   

生活衛生適正  1生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議する   

化分科会   こと。  

2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に閲す  

る法律（昭和32年法律第164号）の規定により審議会  

の権限に属させられた事項を処理すること。   

2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委   

員は、厚生労働大臣が指名する。  

3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任   

す垂。  

4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。  

5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員  

のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決   

とすることができる。  

（部会）  

第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができ   

る。  

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれ   

る部会にあっては、分科会長）が指名する。  

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。  

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。  

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうち   

から部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

6 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項におい  
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て同じ。）は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決と  

することができる。  

（議事）  

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席し   

なければ、会議を開き、議決することができない。  

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席し   

たもの窃過半数で決し、可否同数のときはこ会長の決するところによる。  

3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。  

（資料の提出等の要求）  

第8条 審議会は、その所薯事務を遂行するため必要があると認めるときは、   

関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協   

力を求めることができる。  

（庶務）  

第9条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、   

及び処理する。ただし、感染症分科会に係るものについては厚生労働省健   

康局結核感染症課において、隻脚て   

は厚生労働省健康局生活衛生課において処喫する且  

（雑則）  

第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に   

関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。  

附 則   

この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施  

行の日（平成13年1月6日）から施行する。  
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厚生科学審議会生活衛生適正化分科会所掌事務  

1生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議する  

2 生活衛生関係常葉の運営卿律（昭和32年法   
律第164号）第5卿こ属せられた事項   
を処理す冬⊆と  

（1）生活衛生同業組合が定める適正化規定の認可・変更・取消しに関する  

こと。（法第9条第1項、第11条第1項、第2項関係）  

（2）生活衛生同業組合連合会が定める適正化基準の認可・変更に関する  

こと。（法第55条関係）  

（3）全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款の認可・変更  

に関すること。（法第57条の12第1項関係）  

（4）厚生労働大臣が定める公正な競争状態の判断基準に関すること。（法  

第9条第4項関係）  

（5）厚生労働大臣が行う料金又は営業方法の制限に関する勧告、命令に  

関すること。（法第56条の6第1項、第57条第1項関係）  

（6）厚生労働大臣が定める振興指針の策定に関すること。麟6条の  

2第1項関係）   



厚生科学審議会運営規程  

（平成13年1月19日厚生科学審議会決定）   

厚生科学審議会令（平成12年政令第283号）第10条の規定に基づき、この規  

程を制定する。  

（会議）  

第1条 厚生科学審議会（以下「審議会」という。）は、会長が招集する。  

2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を   

委員並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。  

3 会長は、議長として審議会の議事を整理する。  

（審議会の部会の設置）  

第2条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会（分科会に置か   

れる部会を除く。以下本条から第4条までにおいて同じ。）を設置することができ   

る。  

2 会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議させる   

ことができる。  

（諮問の付議）  

第3条 会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会又は部   

会に付議することができる。  

（分科会及び部会の議決）  

第4条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすること   

ができる。  

（会議の公開）  

第5条 審議会の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保   

護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体   

の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開   

とすることができる。  

2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な   

措置をとることができる。   



（議事録）  

第6条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとす  

る。   

一 会議の日時及び場所   

二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名   

三 議事となった事項  

2 議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがあ   

る′場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害され   

るおそれがある場合には、会長は、議事録の全部又は一部を非公開とすること   

ができる。  

3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、   

非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。  

（分科会の部会の設置等）  

第7条 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置す   

ることができる。  

2 分科会長は、第3条の規定による付議を受けたときは、当該付議事項を前項   

の部会に付議することができる。  

3 第1項の部会の議決は、分科会長の同意を得て、分科会の議決とすることが   

できる。  

4 分科会長は、必要があると認めるときは、2以上の部会を合同して調査審議さ   

せることができる。  

（委員会の設置）  

第8条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会を設置する   

ことができる。  

（準用規定）  

第9条 第1条、第5条及び第6条の規定は、分科会及び部会に準用する。この場   

合において、第1条、第5条及び第6条中「会長」とあるのは、分科会にあっては  

「分科会長」、部会にあっては「部会長」と、第1条中「委員」とあるのは、分科会に   

あっては「当該分科会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」   

と読み替えるものとする。  

（雑則）  

第10条 この規程に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要   

な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。  
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平成20年度生活衛生課予算概算要求等の概要  
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［］内は19年度予算  

般   
計  2．122百万円［1，768百万円］   

1，131百万円［1，044百万円］  

342百万円［340百万円］  

Ⅰ 生活衛生営業対策   

1．全国生活衛生営業指導センターヘの補助  

⑳（1）生活衛生振興事業助成費  231百万円［230百万円］  

・全国生活衛生同業組合連合会及び生活衛生同業組合の自主的な活動を促進し、営業者   

の振興を図るための事業を引き続き助成するとともに、生活衛生関係営業の課題を踏ま   

えた将来ビジョンを基に、組合の組織化、活性化を図る事業への支援を新たに行う。  

（2）中央指導員等の確保  66百万円［65百万円］  

（3）中央指導員等が行う指導事業及び研修等  45百万円［45百万円］  

2．都道府県生活衛生営業指導センターへの補助  755百万円［679百万円］   

（1）生活衛生関係営業成長力底上げ戦略推進事業責   76百万円［ 0百万円］  
「経済財政改革の基本方針2007」における「成長力底上げ戦略」の施策を踏まえ、  

生活衛生関係営業の課題となっている後継者の確保及び経営の効率化に関する取組を支  

援するとともに成長力の底上げに資する事業を実施する。  

⑳（ア）後継者育成支援事業  59百万円［ 0百万円］  

・ 生活衛生関係営業の経営において課題とされている後継者確保に関する取組を支   

援するため、若年者を対象に、生活衛生関係営業に対する職業観・勤労観の向上を   

図り、もって生活衛生関係営業への就職を促進することを目的としたインターンシ   

ップ制を導入するためのモデル的事業等を実施する。  

⑳（イ）経営改善推進事業  17百万円［ 0百万円］  

・大企業の進出等による競争の激化に対して、中小零細である生活衛生関係営業が   

その地域の実情に即した営業形態へ転換することを支援するため、生産性向上支援   

会議（仮称）を組織し、事業の共同化、協業化、効率化等の手法を利用者・消費者   



のニーズを踏まえつつ検討して新たな営業形態を構築するとともに、生産性向上特  

別指導員（仮称）による指導のもとモデル的事業を実施する。   

（2）経営指導員等の確保  430百万円［426百万円］   

（3）経営指導員が行う相談事業、活性化促進事業等  249百万円［253百万円］  

・経営基盤整支援等事業を経営改善推進事業に統合  

3．生活衛生営業実態調査費等  34百万円［25百万円］  

Ⅱ 生活衛生資金融資補給金   
・国民生活金融公庫の生活衛生資金貸付業務に係る補給金  

976百万円［702百万円］  

（生活衛生関係  計  2，107百万円［1，746百万円］  

Ⅲ 建築物環境衛生管理策責等  15百万円 ［ 22百万円］  

国民生活金融公庫（生活衛生資金貸付）  

1．貸付計画額   

2．特別貸付制度等の改善  

1，800億円〔19年度1，800億円〕  

（1）小企業等設備改善資金特別貸付制度（無担保無保証貸付制度）の貸付限度額の   

引き上げ及び貸付期間の改善   

（2）振興事業貸付の設備特利品目にAED（自動体外式除細動器）、飲酒運転防止   

に係る設備を追加   



厚生科学審議会生活衛生適正化分科会 参考資料一覧  

（参考資料い腸管出血性大腸菌Q＆A  

第1－1食鳥肉販売業を取り巻く環境‥・（資料7 振興指針案1頁）   

（参考資料2－1）外食の原産地表示  

（参考資料2一明   
第2－Ⅰ－2－（2）サービスの見直し及び向上■・・（同3頁）   

第2－Ⅰ－2・（5）表示の適正化と苦情の適切な処理   

（参考資料3）食品に残留する農薬等に関する新しい制度（ポジティブリス脚て   

第2一Ⅰ－2－（2）サービスの見直し及び向上・・・（同3頁）   

（参考資料4）地産地消の推進に向けて   

第2－卜2－（2）サービスの見直し及び向上・・・（同3頁）   

（参考資料5）アレルギー物質を含む加工食品中表示ハンドブック   

第2－卜2一（5）表示の適正化と苦情の適切な処理・・・（同4頁）   

（参考資料6）食事バランスガイド  

第2－Ⅰ－2－（5）表示の適正化と苦情の適切な処理■・・（同4頁）   

（参考資料7）国民生活金融公庫  

第2・Ⅱ－2－く4）他＝・（同6頁他）   

（参考資料8）食品リサイクル制度の見直しについて（意見具申）の概要  

第3・Ⅰ環境の保全及び食品循環資源の再生利用の推進■■・（同6頁）   

（参考資料9）食育推準基本計画の概要  

第3－Ⅲ食育への対応＝・（同7頁）   




